
【参考資料】 

 

 

湯河原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例新旧対照条文 

現     行 改  正  後 備 考 

（職員） 

第23条 （略） 

２ 家庭的保育者は、町長が行う研

修（町長が指定する都道府県知事

その他の機関が行う研修を含む。）

を修了した保育士（神奈川県の区

域に係る児童福祉法等の一部を

改正する法律（令和７年法律第29

号）附則第15条第１項の規定によ

りなおその効力を有するものとさ

れる同法附則第12条の規定によ

る改正前の国家戦略特別区域法

（平成25年法律第107号）第12条

の５第２項に規定する国家戦略

特別区域限定保育士（以下「地域

限定保育士」という。）を含む。）

又は保育士と同等以上の知識及

び経験を有すると町長が認める者

であって、次の各号のいずれにも

該当する者とする。 

 

 

(1) （略） 

(2) （略） 

３ （略） 

 

 

 （職員） 

第23条 （略） 

２ 家庭的保育者は、町長が行う研

修（町長が指定する都道府県知事

その他の機関が行う研修を含む。）

を修了した保育士（神奈川県の区

域に係る法第18条の29に規定す

る地域限定保育士及び神奈川県

の区域に係る児童福祉法等の一

部を改正する法律（令和７年法律

第29号）附則第15条第１項の規定

によりなおその効力を有するもの

とされる同法附則第12条の規定

による改正前の国家戦略特別区

域法（平成25年法律第107号）第

12条の５第２項に規定する国家

戦略特別区域限定保育士（以下

「地域限定保育士」という。）を

含む。）又は保育士と同等以上の

知識及び経験を有すると町長が

認める者であって、次の各号のい

ずれにも該当する者とする。 

(1) （略） 

(2) （略） 

３ （略） 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行

する。 

（湯河原町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の

一部改正） 

２ （略） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

 

 

湯河原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例の一部改正（附則第２項関係）新旧対照条文 

現     行 改  正  後 備 考 

 （施行期日） 

１ （略） 

 （経過措置） 

２ 当分の間、この条例による改正

後の湯河原町家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を

定める条例（以下「新条例」とい

う。）第29条第２項、第31条第２

項、第44条第２項及び第47条第２

項の規定の適用については、新条

例第29条第２項第３号、第31条第

２項第３号、第44条第２項第３号

及び第47条第２項第３号中「15

人」とあるのは「20人」と、新条

例第29条第２項第４号、第31条第

２項第４号、第44条第２項第４号

及び第47条第２項第４号中「25

人」とあるのは「30人」とする。 

３ 前項に規定する期間内において

も、小規模保育事業者（Ａ型）、

小規模保育事業者（Ｂ型）、保育

所型事業所内保育事業者及び小

規模型事業所内保育事業者は、同

項の規定による読替え前の新条

例第29条第２項、第31条第２項、

第44条第２項及び第47条第２項

に定める基準を満たす数の保育士

及び保育従事者を置くように努め

なければならない。 

 

 （施行期日） 

１ （略） 

 （経過措置） 

２ 当分の間、湯河原町家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例第29条第２項、

第31条第２項、第44条第２項及び

第47条第２項の規定の適用につ

いては、同条例第29条第２項第３

号、第31条第２項第３号、第44条

第２項第３号及び第47条第２項

第３号中「15人」とあるのは「20

人」と、同条例第29条第２項第４

号、第31条第２項第４号、第44条

第２項第４号及び第47条第２項

第４号中「25人」とあるのは「30

人」とする。 

 

３ 前項に規定する期間内において

も、小規模保育事業者（Ａ型）、

小規模保育事業者（Ｂ型）、保育

所型事業所内保育事業者及び小

規模型事業所内保育事業者は、同

項の規定による読替え前の湯河

原町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例

第29条第２項、第31条第２項、第

44条第２項及び第47条第２項に

定める基準を満たす数の保育士

及び保育従事者を置くように努め

なければならない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行

する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


